
令和６年９月末現在

１．基金の概要

基金事業を終了する時期

２．見直し結果

基金の保有割合の算出

有　・　無

新規雇用者数は、平成29年度に目標を達成済。

0.00

-

使用見込みの低い基金等の該当の有無

-

【基金事業の終了時期】令和５年度末
原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助事業実施要領の第２の６．（１）により、「基
金設置法人が基金管理を行う期間は、原則として平成２８年度までに補助事業が終了
し、第３の１．（２）に定める報告（※）に係る業務が終了するまでとする。ただし、補助事
業者に直接の責任を帰さない遅延要因が存在し、平成２８年度までに事業を完了するこ
とが不可能である場合には、平成２９年度に補助事業が終了し、その事業に係る第３の
１．（２）に定める報告に係る業務が終了するまでとする。」と規定しており、令和5年度に
終了。
（※）雇用創出状況等に係る報告
【基金事業の新規申請の受付終了時期】平成２６年度末

平成２６年度における新規雇用者数を５５７人とする。（予算措置を行った２４年度時点
での目標）

-

講ずる措置

-

令和６年度原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助事業交付要綱、実施要領及び
『補助金等の交付により造成した基金等に関する基準』等に基づく公表

基金事業の概要
（見直し対象となる融資等業務（※１）を
行っている場合は、その概要）

基金（事業）の名称

法人名

基金額（国庫補助金相当額）

基金事業の目的

環境対応車普及促進基金
（原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助事業）

一般社団法人環境パートナーシップ会議

１４，０００百万円（１４，０００百万円）

原子力災害で著しく企業立地の魅力を減じた地域（茨城県・栃木県・宮城県）で用地を
取得し、工場等を新増設する企業に対し、その経費の一部を支援することにより、雇用
の確保等を図る。

原子力災害で著しく企業立地の魅力を減じた地域（茨城県・栃木県・宮城県）で用地を
取得し、工場等を新増設する企業に対し、その経費の一部を支援することにより、雇用
の確保等を図る。
 【対象施設】 工場（製造業）、物流施設等
 【対象経費】 用地の取得、建屋建設から生産設備の設置までの初期の工場立地経費
 【補 助 率】 １/４以内

次回の見直し時期

基金事業の目標

項目

実施した見直しの概要
（平成１８年８月１５日閣議決定、平成２
０年１２月２４日行政改革推進本部決定
における措置内容等（※２））

目標達成の評価

基金の保有割合

その他 -

使用見込みの低い基金等の取扱いの
検討結果



３．運用方法

金額（単位：百万円）

-

-

国債 -

政保債、地方債 -

その他社債等 -

４．執行状況 （単位：百万円）

令和５年度 令和６年度見込み

0 0

国費以外 0 0

0 0

4 0

23 0

4 0

23 0

0 0

23 0

23 0

0 0

0 0

0 0

0 0

＜交付額等＞ （単位：百万円）

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

交付決定件数 19 30 18 8

交付決定額 4,368 3,103 3,205 1,795

短期・長期信託

有価証券

合計（a）

※１「見直し対象となる融資等業務」とは、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法
律第４７号）第１４条第３号に該当する融資等業務をいう。
※２「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平成１８年８月１５日閣議決定）、「補助金等の交付により造成した
基金の見直しについて」(平成２０年１２月２４日　行政改革推進本部）

（
事
業
費
等

）

支
出

事業費（交付額）

管理費（※支出先は当法人及び事務局）

合計（b）

基金残高（a-b）

出資残高

貸付残高

債務保証残高

収
入

国費

前年度繰り越し

運用収入

その他（基金への返納）

-

（マイナス）返納額

当該運用資産を選択している理由

-

-

科目

預貯金

-

出資等

-


